
様式第１号（第４条、第１２条関係）（農業・食品産業強化対策整備交付金の場合）

鳥取県食料自給率・産地再生交付金事業計画（報告）及び収支予算（決算）書

Ⅰ 事業の目的

Ⅱ 事業の内容及び計画（又は実績）
１ 農業・食品産業強化対策整備交付金の対象となる事業の内容等
（１）事業費

負 担 区 分
取 組 区 分 事 業 概 要 事 業 費 備 考

交 付 金 都道府県費 市町村費 そ の 他

円 円 円 円 円

輸入急増等緊急対策

事業費

合 計 附帯事務費

計

（注）１ 「事業概要」「事業費」「負担区分」の欄は、市町村で概略を記入すること。交付率が複数ある場合は、交付率ごとに区分して記入し、交付率を備考欄に記入すること。
２ 地域提案メニューについては、取組内容ごとに該当する取組区分を付記し、「事業概要」「事業費」「負担区分」を記入すること。また、交付率が複数ある場合は、交付率ごとに区分して記入し、交付率を備考欄に記入するこ
と。
３ 備考欄には、取組区分ごと、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「除税額○○○円 うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」とそ
れぞれ記入するとともに、同税額を減額した場合には計及び合計の欄の備考の欄に合計額（「除税額○○○円 うち国費○○○円」）を記入すること。
また、事業を行うに当たって、交付金対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部について融資を受ける場合には、「融資該当有」と記入の上、別紙様式を作成し、添付すること。



（別紙）

交付金の交付を受けて整備する物件を担保に供し、金融機関から融資を受ける場合の融資の内容
取組区分 事 業 概 要

金融機関名 融資名 融資を受けようとする金額 償還年数 そ の 他
（制度・その他）

○金融公庫 ○○資金 ○○○○円 ○年

○農協 ○○資金 ○○○○円 ○年

（２）附帯事務費

負 担 区 分
事 業 内 容 事 業 費 備 考

交 付 金 都 道 府 県 費 市 町 村 費

円 円 円 円

合 計

（注）１ 事業内容欄は、生産局長が別に定める附帯事務費の使途基準により記入すること。
２ 事業費欄及び負担区分欄は、事業内容欄の経費ごとに金額を記入すること。



Ⅲ 経費の配分及び負担区分
総事業費 事業に要する経費 負 担 区 分

（又は要した経費） 交付金 都道府 市 町 その他
区 分 (A)+(B) 県 費 村 費 備 考

+ (A) + (B)
(C)+(D) (A) (B) (C) (D)

円 円 円 円 円 円
１ 農業・食品産業強化対策整備交付金

食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金
ア 事業費
イ 附帯事務費

合 計

Ⅳ 事業完了予定（又は完了） 年 月 日

Ⅴ 収支予算（又は精算）
１ 収入の部

比 較 増 減
区 分 予 算 額 精 算 額 備 考

増 減
円 円 円 円

１ 交 付 金
２ そ の 他

合 計

２ 支出の部
比 較 増 減

区 分 予 算 額 精 算 額 備 考
増 減

円 円 円 円
１ 農業・食品産業強化対策整備交付金

食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金

合 計

Ⅵ 添付書類

実績報告の際は１又は２の資料を添付すること。ただし、１の添付を原則とする。
１ 財産管理台帳（別記様式第４号）の写し
２ 事業実績内訳明細書（様式別紙）



（別紙）
食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金事業実績内訳明細書

負 担 区 分
取組区分 交 付 先 名 施設等区分 交付率 事 業 費 備 考

交 付 金 都道府県 市 町 村 そ の 他

円 円 円 円 円

計

計

計

合 計

（注）１ 本明細書は、事業実施主体から提出された実績報告書の内容・添付資料を基に記入し、取組区分ごとに計を設けるすること。
２ 地域提案メニューは、取組区分の欄に「地域提案」と記入すること。
３ 施設等区分の欄は、実施要綱別表の施設等名を記入すること。
４ 備考の欄は、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「除税額○○○円 うち国費○○○円」を、同税額がない
場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入するとともに、同税額を減額した場合には計及び合計
の欄の備考の欄に合計額（「除税額○○○円 うち国費○○○円」）を記入すること。

５ 本明細書と同様の内容が確認できる資料があれば、それを本明細書に代えることができる。



様式第２号（第５条関係）

番 号

年 月 日

様

職氏名 印

鳥取県食料自給率向上・産地緊急対策事業交付金交付決定通知書

年 月 日付第 号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県食料自

給率向上・産地再生緊急対策事業交付金（以下「本交付金」という。）については、鳥取県補助金

等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づ

き，下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

（担当・連絡先）

記

１ 補助事業

本交付金の対象事業は、「○○○○」とし、その内容は、・・・・とする。

２ 交付決定額等

本交付金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更

された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。

（１）算定基準額 金 円

（２）交付決定額 金 円

３ 交付額の確定

本交付金の額の確定は、個々の事業地区及び事業主体（以下「地区等」という。）ごとの交付

対象経費の実績額について鳥取県食料自給率向上・産地再生緊急対策事業交付金交付要綱（平成

２２年○○月○○日付第２０１００１５４１５７号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」とい

う。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決

定額（変更された場合は、変更後の額とする。）とのいずれか低い額の合計額により行う。

４ 補助規程の遵守

本交付金の収受及び使用、交付事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱のほか、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、農林畜水産関係補助金等交付規

則（昭和３１年４月農林省令第１８号）、食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金実施要綱（平

成２２年１１月２６日付２２生産第５６４０号農林水産事務次官依命通知）、食料自給率向上・

産地再生緊急対策交付金実施要領（平成２２年１１月２６日付２２生産第５６４２号生産局長通

知）、食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金交付要綱（平成２２年１１月２６日付２２生産

第５６４１号農林水産事務次官依命通知）の規定に従わなければならない。



様式第３号（第１２条関係）

番 号
年 月 日

職氏名 様

職氏名 印
（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

仕入れに係る消費税等相当額報告書

○○年○月○日付第○○号をもって交付決定通知のあった鳥取県食料自給率向上・産地
再生緊急対策事業交付金について、鳥取県食料自給率向上・産地再生緊急対策事業交付金
交付要綱第１２条の第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の 金 円
第１５条の交付金の額の確定額
（○○年○月○日付第○○号による額の確定通知額）

２ 交付金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 金 円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る
消費税等相当額 金 円

４ 交付金返還相当額（３－２） 金 円

（注）事業実施主体別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。



様式第４号（第１７条関係）

財 産 管 理 台 帳

事業実施主体名

地区名 地区 事業実施年度 平成 年度 農林水産省所管交付金名 食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金

（農業･食品産業強化対策整備交付金）

取 事 業 の 内 容 工 期 経 費 の 配 分 処分制限期間 処分の状況

組 工種構造 施工箇所 着 工 しゅん工 負 担 区 分 耐用 処分制 承 認 処分の 摘

区 事業主体 施設区分 又 は 事業量 年月日 年月日 総事業費 交付金 都 道 市 町 その他 年数 限年月 年月日 内 容 要

分 設置場所 府県費 村 費 日

計

計

合 計

（注）１ 処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。

２ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。

３ 摘要欄には、譲渡先、交換先、貸し付け先、抵当権等の設定権者の名称又は交付金返還額を記入すること。

４ この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。


